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平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

］問改正法案の提出理由として， 「商法制定以来の社会経
済情勢の変化への対応」が挙げられており，昨年改正さ
れた債権法の提出理由も｢社会経済情勢の変化への対応」
であったが,制定から120年経過して始めて改正を行
う理由は何か，法務当局に問う。

（答）

1商法分野においては， これまで，特に会社関係につき企業

を取り巻く環境の変化等に伴う喫緊の課題が多く，幾度も大

g言言舞菫薔雛墨齢壽烏鮮関係については'平成
これに対して，運送・海商関係については乳条約の批准に

伴い特別法の制定等を行ってきたものの，約款等による対応

が進んでいたことなどもあって，見直しの着手が遅れてしま

った面がある（注）。

2 しかし，運送のような取引社会の基盤どなる分野について
のルールが社会の実情に合わない状態にあるのは相当でなく，

現代社会に適合したルールを明確化する必要があることから，
このたび，規定の見直しをすることとした。

b'職里繍芽制定された商法に関しては，主に'次のような改正
1 運送･海商法制に関する改正

・ 明治44年海難救助に関する規定の新設

・ 昭和12年船員法改正に伴い，商法から関係規定が削除さ

れた。

・ 昭和32年国際海上物品運送法の制定

． 、 昭和50年船舶の所有者等の責任の制限に関する法律（以

下「船主責任制限法」 という。 ）の制定に伴い，委付に関する

商法第690条が削除された。

。 昭和57年船主責任制限法の改正
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●

平成4年国際海上物品運送法の改正

・平成17年及び平成27年船主責任制限法の改正

会社法制に関する改正

明治44年取締役・監査役の責任強化等に関する改正

昭和13年有限会社法の制定等

・昭和25年取締役会制度の創設，授権資本制度の導入等
昭和30年新株引受権に関する改正

昭和37年株式会社の計算に関する改正

昭和41年株式譲渡制限制度の導入等

昭和49年監査制度等に関する改正

昭和56年監査制度の強化，利益供与の禁止等に関すⅢる改正

平成2年最低資本金制度の創設等

平成5年監査制度の強化等に関する改正

平成6年自己株式の取得に関する改正

平成9年5月 ストック・オプション制度の導入（議員立法）

平成9年6月合併手続の簡素合理化に関する改正

平成9年12月利益供与罪の法定刑の引上げ

平成11年株式交換・株式移転制度の創設

平成12年会社分割制度の創設

平成13年6月 自己株式の取得等に関する改正（議員立法）

平成13年11月新株予約権制度の創設等

平成13年12月監査制度の強化等に関する改正(議員立法）

平成14年委員会設置会社制度の導入等

平成15年自己株式の取得に関する改正（議員立法）

平成16年電子公告制度の創設等

平成17年？会社法の制定に伴い，商法から関係規定が削除さ
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れた。

・ 平成26年監査等委員会設置会社制度の創設等

その他

・ 昭和7年の手形法制定，昭和8年の小切手法制定に伴い，商

法から関係規定が削除された。

． 平成20年の保険法制定に伴い，商法から関係規定が削除さ

れた。
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平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

2問国際海上運送について，国内法どしては，国際海上物
品運送法が制定されているが，この分野について我が国
は国際条約を批准しているのか，法務当局に問う。

（答）

我が国は，御指摘の国際海上物品運送法の元となった国際条

約である船荷証券統一条約（注1） ，いわゆるヘーグ・ウイス

ビー・ルールズの締約国である（注2） 。

后 1）正式には， 「1968年2月23日の議定書によって改正され

た1924年8月25日の船荷証券に関するある規則の統一のため

の国際条約を改正する議定書」による改正後の「1924年8月2

5日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一の

ための国際条約」 。

2）国際海上蓮登運送の分野では， 1974年の旅客及びその手荷

物の海上輸送に関するアテネ条約が成立した後， 1990年議定書

及び2002年議定書により，責任限度額の引上げ等の改正がされ

ている。 2002年議定書は2014年に発効し，平成30年3月

現在で28か国が加盟しているが，我が国は，いずれの条約にも加

盟していない（英国，フランス，ベルギー，ポルトガル，スペイン，

ノルウェー，スウェーデンなどが2002年議定書に加盟している

が，米国， ドイツ，イタリア，カナダ， ロシア,オーストラリア等

はこれに加盟していない｡. ） 。

(注1）

た1

(注2）

(○’
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平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄)．

参・法務委員会
対法務当局(民事局）

3間国際海上運送については， ロッテルダム・ルールズと
いう新しい条約もあるが，ロッテルダム・ルールズの主
な内容,ヘーグ・ウイスビー・ルールズとの相違点，現
在までこの条約を批准している国は何か国か，法務当局
に問う｡

、

(答）

ロッテルダム‘ルールズ（全部又は一部が海上運送による

国際物品運送契約に関する国際連合条約）の主な内容は，次

のとおりである。

(1) まず，条約の適用対象について，ヘーグ・ウイスビー・

ルールズと異なり，①船荷証券が発行された場合だけでな

・ ＜，海上運送契約が締結された場合の法律関係を包括的に
定めている，②海上運送に関する法律関係だけでなく，複
合運送を含め，全部又は一部が海上運送である場合の法律

関係を定めている。

(2) また, この条約の特徴的な規律として，①運送人は，発
航の当時だけでなく，航海の期間中も堪航能力担保義務を

負うこと（条約第14条） 1②航海上の過失免責を認める

規定，つまり，船員の航行又は船舶の取扱いに関する行為

によって生じた損害が免責される旨の規定が存しないこと，

③荷送人は，危険物に関する通知義務に違反したときは，

過失がなくても，通知の僻怠に起因する損害の賠償責任を

負う （無過失責任。条約第32条，第30条第2項）とさ

れていることなどがあるが，ヘーグ・ウイスビー・ルール

ズと比較すると，運送人の義務及び責任のほか，荷送人の
義務及び責任をより詳細に定めている点などで大きく異な

る6

1

巳

b'

2 ロッテルダム・ルールズは’2008年》(平成20年）に

成立したが，現在の加盟国は4か国にとどまり，未だ発効の

- l -



見通しは立っていない（注） 。

(注）ロッテルダム・ルールズの発効には20か国の加盟が必要である

が＃現在の加盟国は，スペイン， トーゴ，コンゴ，カメルーンの4か

国のみである。

(参照条文）ロッテルダム・ルールズ

（一般的適用範囲）

第5条次条に従うことを条件として，本条約は,発送地と到達地が

異なる国にあり，かつ，海上運送の船積港と陸揚港が異なる国にあ

る運送契約であって，当該運送契約によれば以下のいずれかの地の

一が締約国にあるものに適用される。

{a)発送地

(b)船積港
j

(c)到達地

(d)陸揚港

（適用除外）

第6条本条約は，定期船輸送における以下の運送契約には適用され

ない。

(a)傭船契約

(b)船舶又は船腹の一部を利用するその他の契約

2本条約は,以下に該当する場合を除き,不定期船輸送における運
送契約には適用されない。

(a)当事者間に傭船契約又は船舶若しくは船腹の一部を利用する

契約が存在しない場合であって，

(b)運送書類又は電子的運送記録が発行されているとき。

（航海に適用される具体的義務）

6

b，

第14条運送人は， 丑の開始F ,以下のの期間ヰ

全ての事項につき相当の注意を尽くさなければならない。

(a)船舶を航海に堪える状態に置き，かつ，それを維持すること。

(b) ･ (c) (略）

（責任原因）
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や

第17条請求者が，第4章で規定する運送人の責任期間内に物品

の滅失,損傷若しくは延着又はそれらの原因となった若しくはそれ

らに寄与した事象が生じたことを証明したときは,運送人は,当該
滅失，損傷又は延着について責任を負う。

2 運送人は, ､滅失，損傷又は延着の原因又は原因の一が自己の過失

又は次条に規定するいずれかの者の過失に帰し得ないことを証明し

たときは，前項による責任の全部又は一部を免れる。

3 運送人はj前項に規定する過失の不存在の証明に代えて，以下の

一又は複数の事象が滅失,損傷又は延着の原因となった又はそれに

寄与したことを証明したときも,第1項の規定による責任の全部又
は一部を免れる。

(a)天災

(b)海上その他の可航水域の危険及び事故

(c)戦争，武力行使，海賊行為，テロリズム，暴動及び内乱
(d)検疫上の制限，政府, .公的機関又は公権力による介入又は妨

害（運送人又は次条に規定するいずれかの者の責めに帰し得ない

拘留， アレスト又は差押えを含む。 ）

(e)同盟罷業§作業所閉鎖，作業の停止又は妨害

(f)船舶上の火災

(g)相当の注意を尽くしても発見することのできない隠れた暇疵

(h)荷送人，書類上の荷送人，運送品処分権者又は第33条若し

くは第34条によってその者の行為について荷送人若しくは書類

上の荷送人が責任を負うこととなる者の作為又は不作為

(i)第13条第2項による合意に従って行われた物品の船積み,

取扱い，積付け又は荷揚げ。ただし，運送人又は履行者が，荷送

人，書類上の荷送人又は荷受人を代理してそれらの行為を行った

場合を除く。

(j)物品の隠れた欠陥，特殊な性質又は固有の欠陥から生ずる容

積若しくは重量の減少又はその他の滅失又は損傷

(k)運送人により又は運送人を代理してされたのではない荷造り

又は記号の不十分又は不完全な状態

(1)海上における人命の救助又は救助の企図

S
虻
＃

b’
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(m)海上における財産の救助又は救助の企図のための合理的な手

段

(n)環境への被害の回避又は回避の企図のための合理的な手段

(o)前二条により与えられる権限に基づく運送人の行為

4前項の規定にかかわらず，以下のいずれかに該当するときは，運

送人は，滅失，損傷又は延着の全部又は一部について責任を負う。
八

(a)請求者が，運送人又は次条各号に掲げる者の過失が，運送人

が責任を免れる根拠とする事象の原因となった又はそれに寄与し・

たことを証明したとき。

-(b)請求者が,前項各号に掲げる以外の事象が滅失“損傷又は延
着に寄与したことを証明したとき｡ただし，運送人が当該事象が

自己の過失又は次条に規定するいずれかの者の過失に帰し得ない

ことを証明した場合は, この限りでない。

5第3項の規定にかかわらず，更に以下の双方に該当するときは, 。

運送人は,滅失,損傷又は延着の全部又は一部について責任を負う。

(a)請求者が, (i)船舶の不堪航性, (n)船舶に関する船員
の乗組み，艤装及び需品の補給の不適切又は(m)船倉その他船

一内の物品を積み込む全ての場所又は物品をその内部若しくは上部

に積み込むコンテナで運送人が提供したものが物品の受入れ,運

送及び保存に適する良好かつ安全な状態でなかったという事実が,

滅失，損傷又は延着の原因となった若しくはそれらに寄与したこ

と又はおそらく原因となった若しくはそれらに寄与したことを証

明した場合であって， ．

(b)運送人が"(i)(a)に規定するいずれの事象も滅失，損

傷又は延着の原因でなかったこと, (ii)自己が第14条に規定

する相当の注意を尽くす義務を果たしたことのいずれも証明でき

ないとき。

6 （略）

（荷送人の運送人に対する責任原因）

第30条 （略）

2次条第2項及び第32条の規定に基づく荷送人の義務の違反を原

S

1

℃

因とする損失又は損管 こ関するものを除き 荷送人は，損失又は損I

）
●
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8

害の原因の全部又は一部が のう愚牛勺

過失』三児L侵璽_kﾐｰと_室_陸』_量旦宣廷Q全…堕免型皇。
（危険物に対する特則）

第32条物品の性質若しくは特性が，人，財産又は環境に対して危

険であるか又は危険となる可能性があると合理的に判断されるとき

は,

(a)荷送人は，運送人に対し，物品の危険な性質又は特性を，物

・ 品が運送人又は履行者に引き渡される前の適時に通知しなければ

ならない。荷送人が通知を怠り，かつ運送人又は履行者が別途危

険な性質又は特性を知らなかった場合には，荷送人は,運送人に

′準迩fu2鯉怠-廷起因立量握失x睦握畳』重ﾕｰ堕工宣廷を負

●

S
い，

(b)荷送人はj予定された物品運送の各段階に適用される法令又

はその他の公的機関の規制に従って，危険物に記号を付し又はう

ベルを貼付しなければならない。荷送人がこれらを怠った場合に

は,‘荷送人は，運送人に対し，当該僻怠に起因する損失又は損害

について責任を負う。

（責任原因）

第59条次条及び第61条第1項の規定に従うことを条件として，

本条約に基づく義務の違反に対する運送人の責任は,1包若しくはへ

又は託 ま紛争‘

b:
5 ，，0 7）し丁可Z

の額を限度とする。ただし，物品の価額が荷送人によって通告され

契約明細に含められた場合又は運送人と荷送人によって本条に規定

する額よりも高額の責任限度額が合意された場合には，この限りで

ない。

（延着を原因として生じた損害についての責任制限）

第60条次条第2項に従うことを条件として,延着により生じた

物品の滅失又は損傷についての損害賠償は，第22条の規定に従

って計算されるものとし，延着により生じた経済的損失について

の責任は，延着した物品につき支払われるねき運送賃の2． 5倍

相当額に制限されるものとする。本条及び前条第1項の規定に基

‐5‐



づき賠償すべき総額は， 当該物品の全部滅失に関して同項に従っ

て定められる制限額を超えてはならない。

（総則）

第79条本条約で別に規定する場合を除き，以下のいずれかに該当

する運送契約の条項は無効とする。

{a)直接又は間接に，運送人又は海事履行者の本条約上の義務を
排除又は制限する場合

(b)直接又は間接に，運送人又は海事履行者の本条約上の義務違

反に対する責任を排除又は制限する場合

(c) (略）

2 本条約で別に規定する場合を除き，以下のいずれかに該当する運

送契約の条項は無効とする。

(a.)直接又は間接に，荷送人j荷受人，運送品処分権者,所持人
又は書類上の荷送人の本条約上の義務を排除，制限又は加重する

場合

’ （､b)直接又は間接に，荷送人，荷受人,運送品処分権者，所持人

又は書類上の荷送人の本条約上の義務違反に対する責任を排除，

制限又は加重する場合

(数量契約に関する特則)

第80条前条の規定にかかわらず，運送人及び荷送人の間では，本

条約が適用される数量契約において,本条約で課されるよる加重又

は軽減された権利,義務及び責任を規定することができる｡

…

ろ；

b､

I
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平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

参・
対法務当局

法務委員会
（民事局）

4問我が国がロッテルダム・ルールズを批准していない
理由は何か， また，現在ロッテルダム・ルールズの批
准を検討しているか,今後の批准の可能性はあるのか，
法務当局に問う。

(答） ”

1 ロッテルダム:．ルールズの発効には20か国の加盟が必要
であるが，まだ4か国の加盟にとどまっており，主要海運国

は加盟していない。また，関係業界から， この条約の加盟に

ら)駕潅害睾罵縄窒轆壽のため．我が国は' 二の条約
2このような状況から，現時点では， この条約の批准の見込

みについて申し上げることは困難であるが， 引き続き，主要
海運国や関係業界の動向等を注視しつつ，必要に応じ，関係
省庁と共に十分な検討をしてまいりたい（注) 。

(注）平成23年（2011年） 11月には， 2日間にわたって， 日本

海法会と東京大学の共催により，ロッテルダム．ルールズに関する
国際シンポジウムが開催され，外務省，法務省，国士交通省等も後

援している。

b’
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

5問改正法案では，これまで陸上運送の規定が適用されて
いた「湖川，港湾｣における運送が陸上運送の対象から
外れるが， このような改正をした趣旨は何か，法務当局
に問う。

（答）

現行ゐ商法の下では，陸上又は湖川､港湾における運送につ
いては第2編第8章の陸上運送に関する規定の適用があり，第

3編第3章の海上運送に関する規定の適用があるのは'商行為

合を三巽蔑壹嬉鯉篁駕壹灘職欝聯｡港湾そ
の他の平水区域における運送を陸上運送の対象から外し，海上

運送の対象に含めることとしている(新商法第569条第2号，

第3号) . 。

これは，湖川･港湾その他の平水区域における運送を陸上運

・ 送と評価することは社会通念上相当でないこと，船舶安全法が

平水区域を航行する船舶に対しても堪航能力担保義務を課して
いること等を理由とするものである。

『

(注）船舶安全法施行規則における平水区域の定め方は，一般に，陸岸

により囲まれ，外海からの波の侵入が妨げられる地形であること，

気象及び海象が年間を通じて静穏であること，海岸までの距離が小

さく，非常時の乗船者の避難が容易であること等が基準とされてい

る。平水区域を航行区域とする船舶については，船舶検査証書の有

効期間が伸長され，船舶職員の乗組み基準が異なるなど，沿海区域

・近海区域・遠洋区域を航行する船舶とは異なる規律が定められて

℃‘

いる。

（参照条文)

○商法施行法（明治三十二年法律第四十九号）

〃
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第百二十二条湖川,港湾及上沿岸小航海ノ範囲ハ国士交通省令ヲ以テ

之ヲ定ム

○商法施行法第百二十二条ノ規定二依ル湖川,港湾及沿岸ノ小航海ノ

範囲二関スル件（明治三十二年逓信省令第二十号）

①湖川，港湾ノ範囲ハ平水航路ノ区域二依ル

○船舶安全法施行規則（昭和三十八年運輸省令第四十一号）

第一条
6 この省令において｢平水区域」とは，湖，川及び港内の水域並びに

S■ 球に掲げる水域をいう｡この場合において,港の区域は,港則法(昭
和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものに

ついては，その区域とする。ただし， これと異なる区域を告示で定め

たときは，その区域とする。

一千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた線及び陸岸によ

り囲まれた水域

二～四十九 （略）

○船舶安全法（昭和八年法律第十一号） （

第一条日本船舶ハ本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持′

も' 二ﾙｰ必要ﾅﾙ施設ｦ為ｽﾆ非ザﾚバ之ｦ航行ﾉ用二供ｽﾙｺﾄｦ得
第二十九条ノセ日本船舶二非ザル船舶ニシテ左二掲グルモノニハ政令

ヲ以テ本法ノ全部又ハー部ヲ準用ス

ー本法施行地ノ各港間又ハ湖川港湾ノミヲ航行スル船舶

二 （略）

三前二号ノ外本法施行地二在ル船舶

6
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平成30年5月17日（木）
糸数慶子議員（沖縄）

参・法務委員会
対法務当局（民事局)：

6問改正法案では，海上運送に非航海船(専ら湖川，港
湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船
舶）による運送が含まれ,海以外の水域における運送
も含まれるので， 「水上運送」といった方が正確なの
ではないか，法務当局に問う。

、 ．

(答)

1 改正法案においては，運送営業に関する総則規定として陸

上運送，海上運送，航空運送等の定義規定を置くこととして
おり （新第569条） ，専ら湖川ｳ港湾その他の海以外の水

域において航行の用に供する船舶である非航海船による物品

又は旅客の運送についても「海上運送」としている。

6

確かに，御指摘のように，非航海船による運送も含まれる
にもかかわらず「海上運送」とすることに違和感を感じるこ

ともあると思われる。

しかし，改正法案において， 「海上運送」に関する規定と

しては,第2編第8章の「運送営業｣の規定のほかｳ第3編

「海商」の第3章「海上物品運送に関する特則」の規定も存
する。

海上運送を含めた海事に関する特別な私法上の規律である

海商法の分野は，体系的にまとまった法領域として発達して

きたという特殊な沿革があり簾新商法第3編第3章の「海上

物品運送に関する特則」の規定は，航海船による運送の特殊

性に着目して規定されている。そのため，非航海船による運

送には，新商法第3編第3章の規定の一部を準用することと

している（新第747条，第756条第1項） 。

このように,商法における海上運送に関する規定は主とし

て航海船による運送を念頭に置いたものであることからすれ

ば，改正法案の下でも， 「海上運送」という文言を維持する
ことには合理性があるものと考えられる。

2

b'

-l-



なお，海上運送事業に関する規定を定めている海上運送法

の規定も，専ら湖，沼又は河川において営む船舶運航の事業

に準用される（海上運送法第44条）が，海上運送法という

名称が用いられていると承知している。

（参照条文）

○海上運送法（昭和24年法律第187号）

（湖，沼又は河川において営む船舶運航の事業） ’

第44条この法律の規定は，もっぱら湖,沼又は河川におい

て営む船舶運航の事業に準用する。 (後略）

偽
、－〆
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夕

平成30年5月17日 （木） 参・法務委員会
糸数慶子議員（沖縄） 対法務当局（民事局）

（答）

1 （御指摘のとおり， ）改正法案では，荷送人に対し，危険

8章廷舅姦綴震競鶏墓瓢灘醗瀦I
火性，爆発性その他の危険性を有する物品」 と定義している

（新第572条) 。

このように危険物の定義を抽象的なものとしたのは，技術

革新等により将来新たに危険物として把握されるべきものが
生ずることが容易に想定されるため, これらの危険物にも対

応する必要があること等を踏まえたものである。

談剛〃

危'倹物の

するもの
体的に何
体的に馥
約にはど
EIF闇ら

一一一Ｆ一一一一、

。一』ｊ

の㈹

一 一U弓 一

告吟肋

の刀．． ，

する0
－ー1一．~ｰ‐こ

と､の飛佶?騰蝦

2 「引火性，爆発性その他の危険性を有するもの」 とは，現

行国際海上物品運送法の解釈と同様に，物理的に危険な運送

b,曾諜: 璽瀧畿獄｛磯舞こ雛該鰯：
公

（参照条文）

○国際海上物品運送法（昭和三十二年法律第百七十二号）

（危険物の処分） 『
第十一条引火性，爆発性その他の危険性を有する運送鑓で，船

積の際運送人，船長及び運送人の代理人がその性質を知らなか

ったものは，何時でも，陸揚し，破壊し，又は無害にすること

ができる。

－1－



』

、

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

(木）平成30年5月17日
糸数慶子議員（沖縄）

8問危険物について， このような抽象的な規定では，一
般国民にとって，何が危険物に当たるかが必ずし'もは
っきりせず，一般国民が荷送人である場合にもこのよ
うな通知義務を課すのは非常に厳しいのではないか，
法務当局に問う。

（答）

1 （先ほど申し上げたとおり， ）危険物の定義を抽象的なも
のとしたのは，技術革新等により将来新たに危険物として把

6握されるべきものが生ずることが容易に想定されるため' これらの危険物にも対応する必要があること等を踏まえたもの
である。

もっとも，商法上の「危険物」の該当性については，基本
的に，公法的な規制(消防法,危険物船舶運送及び貯蔵規則，
航空法施行規則等）を参考にして判断することができる上，
特に新たに製造された化学薬品等については，安全確保の観
点から危険性の有無が慎重に判断されるべきである。

2一般国民が危険物の荷送人となるケースにも，様ぞなもの
があると考えられるが，一般論としては，荷送人は運送人よ

℃; ■りも，その物の危険性を知り得る地位にあることから，まず
は，できる限り注意を払って通知義務を果たしていただくこ
とが原則となる。

』 その上で，改正法案では，危険物通知義務に違反したこと
による荷送人の責任は，債務不履行に関する民法の規律に従
うものと整理しており，荷送人は， 自己に帰責事由がないこ
とを主張立証したときは，債務不履行による損害賠償責任を

負わないこととしている。

そして，荷送人が危険物についての詳しい知識を有してい
ない一般国民である場合には，そのような事情は帰責事由の

‐1－
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有無に関する判断において考慮される事情となるものと考え
られる。

このように，改正法案は，一般国民にとって酷に過ぎる結
論とならないよう，配慮しているものである（注） 。

'

(注）例えば；消費者との間の契約を念頭に置いた標準宅配便運送約款

や標準引越運送約款においても,危険物通知義務に違反したことに

よる荷送人の責任は，過失責任であることカミ明記されている。

（参照条文）

60化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律
第百十七号）

（目的）

第一条この法律は，人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息

若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境
の製造又は鞘の汚染を防止するため，

を設けるとと

，輸入，使用もに，その有する性状等に応じ，化学物質の製造，

等について必要な規制を行うことを目的とする。

(○〉

｛
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平成30年5月17日(木） 参・法務委員会
糸数慶子議員（沖縄） 対法務当局（民事局）

蕊
6j答)(先ほど申し上げたとおり,)荷送人が危険物についての
詳しい知識を有していない一般消費者である場合には,基本

的には，そのような事情は帰責事由の有無の判断において荷
送人に有利に働く事情となるものと考えられるが荷送人が，
自分が一般消費者であることを主張すれば，直ちに帰責事由
がないと判断されるということではない。

危険核

ある場
れる事
飛一期

首言白

■■甜澤時
ノ

得そ
あZ 涯臥4しVc

責事由力
の判断に
消費者て
あり得，
場合の布
問う。

2 （先ほど申し上げたとおり， ）一般消費者が危険物の荷送
人となるケースにも，様々なものがあると考えられるが,一
般論としては，荷送人は運送人よりも，その物の危険性を知

b‘鰯蕊鱒ﾓ老焼き謡葡菫麗彗意琴払。
そして，荷送人に帰責事由があるかないかについては，荷
送人が一般消費者であり，例えば，危険物に詳しい専門業者
等と同等の知識等を有していることを求めるのは酷な場合が
あるということを前提に，具体的な危険物の性状;一般消費
者が当該危険物に関する情報にアクセスする機会の有無・ア
クセスの容易性等の個別の事情に照らして，社会通念上，一

般消費者としてできる限り注意を払ったことが主張，立証さ
れた場合には，帰責事由がないと判断されるものと考えられ
る。

●

－1－
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年5月･17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄)

問高価品の特則における「その他の高価品」 とは，
具体的にはどのようなものがあるのか，法務当局に問
う。

10

（答）

現行商法では,貨幣,有価証券その他の高価品については，

荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しな
ければ,運送人は損害賠償の責任を負わないものとしており（現
行商法第578条） ， この規律については，改正法案において

6も彗駕驍繊二苦吉駐響離冥。
判例によれば， 「容積又は重量に比して著しく高価な物品」を
いうものとされており （注1） ，具体的には’商法上例示され
ている貨幣,有価証券のほか，宝石，貴金属，骨董品等がこれ
に当たる(注2） 。

(注1）最高裁昭和45年4月21日第三小法廷判決・集民99号12

9頁

(注2）このほかウ裁判例としては，絵画，宝飾品， フロッピーディス

クが高価品とされたものがある。これに対し，上記最判では，容積

重量ともに巨大な外国製研磨機が高価品に当たらないとされているb

また，東京地裁平成元年4月20日判決、金融商事判例836号2

0頁では，パスポートが高価品に当たらないとされた。

b，

(参照条文）新商法

（高価品の特則）

第五百七十七条貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人

が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、

運送人は、その滅失､損傷又は延着について損害賠償の責任を負わ

ない。

－1－
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2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運

送人が知っていたとき。

二連送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失､損傷又
は延着が生じたとき。

1

S

b》

①
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参・法務委員会
対法務当局（民事局)

平成30年5月17日（木）
糸数慶子議員（沖縄）

11問契約締結後に運送人が高価品であることを知った
場合には，運送人の責任はどうなるのか，法務当局に
問う。

（答） ・

改正法案の下では,高価品の滅失,損傷又は延着については，
運送人は，①荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価
額を通知したどき,②物品運送契約の締結の当睦，運送品が高
価品であることを運送人が知っていたとき，③運送人の故意又

6篭蕊雪 腰 ぃ騨潔狩
したがって，御指摘のように契約締結後に運送人が高価品で
あることを知ったという事案であれば，運送人は，故意又は重
大な過失によって高価品の滅失，損傷又は延着を生じさせた場
合には損害賠償責任を負うが，それ以外の場合には，損害賠償
の責任を負わないこととなる｡

（参照条文）改正法案

（高価品の特則）

第五百七十七条貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が

り〆運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き運
送人は､その滅失､損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一物品運送契約の締結の当時､運送品が高価品であることを運送人

が知っていたとき｡

二運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失､損傷又は延

着が生じたとき｡

－ 1－



平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

2問改正法案では，運送品が高価品である場合，運送
を委託するに当たってその種類及び価額を通知しなけ
れば， 当該高価品が滅失，損傷又は延着しても，荷送

舎筐崖企慰灌琴譽左鎬賤從珪瀦察妻
通知の有無によってこれほどの差異があることは適切
なのか，法務当局に問う.

1

（答）

1 高価品については，盗難等の危険が高く，損害も巨額に上

るため,運送人は，委託された運送品が高価品であることを
知れば，その取扱いに特別の注意を払うと考えられる上，そ

れに見合う割増運送賃を請求することができる。しかし，運

送人が高価品と知らずに運送を引き受けた場合には，高価品
に相応しい取扱いをする契機がないにもかかわらず，損害が」

生ずると多額の損害賠償責任を負わされるごとになり, ､運送
､人にとって酷である。

高価品の特則は， これらの点を考慮して設けられたもので
ある○

ら

0

2 このような高価品の特則の趣旨からすれば，高価品とそれ

以外の運送品についての規律に大きな差異があるとしても，

それには合理的な理由があると考えられる。

また，改正法案では，運送人の故意又は重大な過失によっ

て高価品の滅失,損傷又は延着が生じた場合には，高価品の

特則を適用しないこととしており （新第577条第2項） ，

この重過失の認定などを通じて，適切な解決が図られるもの

と考えられる（注） 。

℃’

(注)現在の裁判実務においても,運送人に重大な過失がある場合には，

高価品の特則を適用せずに運送人の責任を認めつつ，荷送人が高価

－1 －



品の通知をしなかったことによる過失相殺をすることによって，適

切かつ柔軟な事案の解決が図られている(東京地裁平成2年3月2

8日判決・判例時報1353号119頁参照） 。

（参照条文）改正法案

（高価品の特則）

第五百七十七条貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が

運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運

送人は､その滅失､損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

S 一物品運送契約の締結の当時､運送品が高価品であることを運送人
が知っていたとき。

二運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失､損傷又は延

着が生じたとき。
』

一

ｰ

）

6‘
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法務委員今
(民事局デ

参・
対法務当局

(木）平成30年5月17日
糸数慶子議員（沖縄）

13問船舶賃貸借については，実務では「傭船」 という
語を含む用語が用いられているにもかかわらず， 「定
期傭船」や「航海傭船」のように「傭船」の語を用い
る改正はされていないが，その理由について，法務当
局に問う。

（答）

御指摘のとおり，現行商法第703条の「船舶ノ賃貸借」に
ついて，実務上は「裸傭船」 という用語が用いられているが，
改正法案では， この用語に改めることなく，現行商法の用語を
維持している｡
これは，①実務上の「傭船｣には,裸傭船,航海傭船及び定
期傭船の3種類があるとされるが，法的にみると，そもそも，
裸傭船契約は賃貸借契約，航海傭船契約は運送契約であって，
その法的性質が大きく異なること,②現行商法の船舶賃貸借と
いう用語を維持する方が，商法に特則のない限り民法上の賃貸
借に関する規律が適用されるという，規定の適用関係を明らか

ろ

にすることができること等を踏まえたものである。

b‘
1

、

、
！
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平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

参，法務委員会
対法務当局（民事局）

蕾鼎､型約や＃ 雪冊斗考;恰州F

（答）

御指摘のとおり，改正法案においては，定期傭船契約や航海

ら騨辮定義はあるものハ｢船舶賃貸借｣ 《注) 自体の定
しかし， 「船舶賃貸借」については,新商法第684条に「船

舶」の定義規定があり， また，民法第601条に｢賃貸借」の

冒頭規定があって， これらの規定によりその内容が十分に表さ

・ れている。

そのため，改正法案では， 「船舶賃貸借」 自体については，

特段の定義規定を置かなかったものである。

(注）船舶賃貸借とは,基本的に，他人の所有する船舶を賃借し，商行

為をする目的でこれを航海の用に供することをいう。

ただし，厳密には，船舶賃貸借の登記をしたときは対抗力が認め

られる旨の規定（新第701条）のように，商行為をする目的で船

舶を航海の用に供するか否かを問わず，単に船舶を目的物とする賃

貸借を「船舶賃貸借」 という場合もある。

b’

（参照条文) ．

○新商法、

第六百八十四条この編（第七百四十七条を除く。 ）において「船舶」

とは，商行為をする目的で航海の用に供する船舶（端舟その他ろか

いのみをもって運転し,又は主としてるかいをもって運転する舟を

除く。）をいう。

〆

1

－1－



現行民法

第六百一条賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及び収益を相手

方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うこ

○

とを約することによって，その効力を生ずる。

S
Ｉ
ｇ
ｆ

P

､-一、

b』
）

！

I

1 1

1

1
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一

平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

参･法務委員会
対法務当局（民事局）

設する環境］

の柵亜乃7畔

ﾘｰｰる ％11 ：二

（答）

1現行法において，海難救助とは,船の座礁等の海難に遭遇

‘ した船舶又は積荷を義務なくして救助することをいう。救助

者は；実際に救助が成功した場合に限り，被救助者に対し，
救助料を請求することができるbそして，救助料の額は，特

約がない限り，裁判所が一切の事情を考慮して定めるが，救

助された物の価額が上限どなる｡

S

2 現代の海難事故においては，船舶からの油の排出等により

海洋汚染が生ずることも多い。しかし，現行法の下では，そ

のような船舶の救助のために多大な費用を支出しても，実際

に救助が成功しなかったり，救助された物の価額が低額であ

つたりすると，十分な救助料の支払を受けることができない

こととなる。

／

b,
3 そこで，改正法案では，海洋汚染の防止軽減措置をとった

者に船舶所有者（注)に対する特別補償料の支払請求権を認

めることとした(新商法第805条） 。これは，救助者の支

出した費用の補填を可能にすることにより，海洋汚染の防止

軽減措置を促進することを意図したものである。

、

特別補償料に関する規律の概要は,

①救助従事者は，海難に遭遇した船舶から排出された油

などにより海洋環境等に障害を及ぼすおそれがある場合

において,その防止･軽減のための措置をとったときは，

4

、

』

0
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船舶所有者に対し，特別補償料として，当該措置として

必要又は有益であった費用の支払を請求することができ

る （新第1項及び第2項）

②救助従事者が別に救助料債権を有するときは，特別補

償料の額は， 当該救助料の額を控除した額とする (新第
4項）

③救助従事者の措置により実際に海洋環境等の障害を防

止・軽減した場合には,特別補償料は，当事者の請求に

より一定の範囲で増額され（新第3項） ，救助従事者に

過失があった場合には減額され得る（新第5項） ､
というものである。SⅢ

(注）商法第3編（海商）では，基本的に，船舶を用いた海上企業経営

の主体として.｢船舶所有者」 という語を用いており，船舶賃借人が

《 当該船舶を用いて海上企業経営を行う船舶賃貸借の場合には,船舶

賃借人が特別補償料の支払義務を負うこととなる。

(参照条文） 、

b'

－2－

改正案 現行

（救助料の支払の請求等）

第七百九十二条飴舶又は積荷その他の
● ◆

一
一

b

が海難に遭遇した場合において、これ
○

を救助した者があるときは､その者(以

ー

の支払を請求することができる

由

● ?

第八百条船舶又ハ積荷ノ全部又ハー部

力海難二

q ,

遭遇セル場合二於テ義務ナク

シテ之ヲ救助シダル者ハ其結果二対シ

テ相当ノ救助料ヲ請求スルコトヲ得

■

●

も

4
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垂
口
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3
－

特別補償料

計『項lr掲壼．

し又は軽減したときは．

は当事者の請求により

一
一
・
一

一
口
一

の額を控除した額とする。

且汚染対処船舶救助従事者の過失によ

って第一項に規定する障害を防止し聖

又は軽減することができなかったとき

一
一

●
■

、
ロ
，
剣
、
。

●
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平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

教
有
勧

舶
を
差

05条
毎難に
浦償料
宅めて
糾の無

段
寸
唖
迩

救
，
婿

該
で
の

リ
必
吋
９
錘

ｰ1－、，

頸些で 弗
又
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け
し
旧
人
一
ｌ
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の
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改
持
扁

も
も
灌
臓

の
』
情
４
の

EⅨノヒ

救國
燈場舎

ーQ

RII"

ら (答）
1第805条第4項の適用場面

御指摘の改正法案による改正後の新商法第805条第4

項の規定は,救助者が船舶文は積荷等の救助に成功し，か
つ，船舶から排出された油等による海洋汚染に係る障害の
防止又は軽減のための措置をとった場合（新商法第805

条第1項）に適用されるものである。

2第805条第4項の趣旨

このような場合には，改正法案による改正後の新商法第

793条によって,環境救助のために費やした費用等を補

填するに足りる十分な救助料が支払われることとなる。

しかしながら，救助が成功しても救助した物の価額の合

計額が僅かである場合には，その合計額が救助料の限度額
となること （新商法第795条）から，救助者の費やした

コストに見合う救助料が支払われないおそれがある。そこ

で， このような場合にも，海洋汚染の防止又は軽減のため
の措置を促進するために，新商法第805条第4項は，救

助料では賄えない損失につき，特別補償料の請求権を認め

て，その補填を可能にすることとしたものである。

tこ)’
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a

ー

3 第805条第4項の適用結果
”この規定が適用される結果，救助者に発生する特別補償
料は，その額が救助料の額を超える場合に限り,その超え
た額を限度として支払われることとなる。これは， 198
9年の海難救助に関する条約（89年救助条約。注）の規
律や海難救助契約の実務にも整合するものである。

一

S’ ●

(注）我が国は，89年条約には加盟していない。

（参照条文）

O1989年の救助条約（仮訳） ※我

（特別補償）

第十四条船舶それ自体又はその積荷が

のある船舶に関して,"救助者が救助作

※我

救助者が救助作

が国は未批准

本条に従って業を行い， かつ，

隻
里1 1

には，救助者は本条に定める自己

b' の支出に等しい特別補償を船舶所有者から受ける権利を有する｡
2 救助者が，第1項に規定する状況において，救助作業によって，環

境損害を防止し又は軽減した場合には,第1項の下で船舶所有者が支
払うべき特別補償は，救助者が費消した費用の最大30％まで増額す

ることができる。裁判所が，第13条第1項に定める関係諸基準を斜

酌して，そうすることが公平で，かつ，正当と判断する場合には，更
にその特別補償を増額することができる｡ただし,いかなる場合にも，

増額の合計は,救助者が費消した費用の100％を超えてはならない。

3 第1項及び第2項の「救助者の支出」 とは，救助作業中に弦塑封三
，及び救助作業中に実際に，かつ，合よって合理的に費消された出費

－2－
、

附
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理的に使用された設備及び人員に関して,第13条第1項(h), (i)及び

0)号に定める基準を考慮した適正料金をいう。
特別補償はその総額が第13条の下で救冒'者が取得4本条の下での

｡省､に防

おいて支払う。

5救助者に過失があり，そのために環境損害を防止し又は軽減するこ

とができなかった場合には，本条の下で救助者に支払うべき金額の全

部又は一部を減額することができる。

6本条のいかなる規定も，船舶所有者の償還請求権に影響を及ぼすも

のではない。

S
○新商法 ，

､(救助料の支払の請求等）

第七百九十二条船舶又は積荷その他の船舶内にある物（以下この編に

おいて「積荷等」 という。 ）の全部又は一部が海難に遭遇した場合に

おいて､これを救助した者があるときは、その者． （以下この章におい

て「救助者」 という。 ）は、契約に基づかないで救助したときであっ

ても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。

（救助料の額）

第七百九十三条救助料につき特約がない場合において、その額につき

b'態で鰯臺鰯撫乞鰯龍麓豊繍溌鰹
′む。 ）その他一切の事情を考慮して、 これを定める｡

（救助料の上限額）

第七百九十五条救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価

額（救助された積荷の運送賃の額を含む。 ）の合計額を超えることが

できない。

（特別補償料)

第八百五条海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海
行

洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全
6

－3－



に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害

を及ぼすおそれがある場合において､当該船舶の救助に従事した者が

当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者（以下

この条において「汚染対処船舶救助従事者」 という。 ）は、特約が．あ

るときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求すること

ができるb

2特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であっ

た費用に相当する額とする。

3汚染対処船舶救助従事者がその措置により第一項に規定する障害を

防止し、又は軽減したときは、特別補償料は､当事者の請求により、

6前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十(当該額が
当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特

別の事情がある場合にあってば、百分の百）を乗じて得た額を加算し

た額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。この場合におい

ては、第七百九十三条の規定を準用する6

逃船舟日救助瓶4 -lj－0)W

、特別補償料の額は当該救冒, 、斗の額を控閤

5 汚染対処船舶救助従事者の過失によって第一項に規定する障害を防

止し、又は軽減することができなかったときは、裁判所は、これを考

慮して、特別補償料の額を定めることができる。

b'
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参・法務委員会
対法務当局(民事局）

平成30年5月17日（木）
糸数慶子議員（沖縄）

17問我が国は，1989年海難救助条約を批准してい
ないが， この条約を批准しない理由は何か，現在批准
を検討しているか，今後批准する可能性があるのかウ
法務当局に問う。

ー

（答）

御指摘のとおり，我が国は， 1989年の海難救助に関する

条約（89年救助条約）を締結していない。

‘一般に,海難救助は主に救助者と被救助者どの間の契約に基

S』芸惹碧醗助美総繍鰯鵜瀞一
89年救助条約の内容をある程度踏まえたものとなっているた

め,89年救助条約の締結については,特段の必要性が乏しい。

また，関係業界からも89年救助条約締結について特段の要

望が寄せられていないことか･ら，現在まで,その検討に至って

いないものと考えられる。

そのため，現在89年救助条約の締結に向けた検討がされて

いる状況にはないと承知しているが，条約締結の必要性や緊急

性,関係業界からの要望等を注視しつつ，必要に応じて，関係

省庁と共に検討をしてまいり､たい。

け
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年5月17日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

18問法制審議会における議論を見ると， 「実務がこう
なっているから，それに合わせる」 という理由の改正
が多いように思う。法律を改正する場合，実務の追認
だけではなく,制度の理念を良く検討し，好ましくな
い実務があればそれを直すような改正をすべきである
が，改正法案において，実務を変えるような改正を行
った箇所はあるのか，法務当局に問う｡

(答）

改正法案では，例えば，次のとおり，実務を変更するよう

な改正を行っている。

①危険物に関する通知義務違反の主張立証責任

現行商法には，荷送人が危険物に関する通知義務を負う

との規定はなく，個別の事案における具体的な事情の下で,

信義則上,荷送人がそのような義務を負う場合があると解

されるにとどまる。そのため,現行の実務では,運送人は，
信義則上の注意義務違反の事実を示すため，荷送人から通

知がなかったことなどのほかに，事実上，荷送人に帰責事

由があることを主張立証しなければならないことも多い。 、

これに対し,改正法案では，運送人は，危険物に関する

通知義務違反により損害が発生したことを主張立証すれば
足り，荷送人に帰責事由があることを主張立証する必要は
ないこととなり，運送人の被害の救済に資することとなる。

②物品運送人の責任の消滅時効

また,現行商法では,運送品の滅失等についての運送人

の責任は,荷受人が運送品を受け取った‘日から1年の消滅

時効に服すが，運送人に悪意がある場合には， 5年の商事

消滅時効に服する（現行商法第589条，第566条，第

522条） 。

これに対し,改正法案では運送人の主観に関わりなく,

運送品の受取の日から1年以内に裁判上の請求をしなけれ
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1

ぱ運送人の責任は消滅するという，除斥期間の制度を定め，

運送人のリスクの予見可能性を高めることとしている （新

第585条第1項） 。

③旅客の人身損害に関する運送人の免責特約

さらに，現行商法には，陸上運送について，運送人の損

害賠償責任に係る免責特約の効力に関する規定はなく， ま

た，そもそも航空運送に関する規律を欠くことから，実務
上,多くの国内航空運送事業者の運送約款において,損害
賠償額の上限を定める条項が設けられていた(注） ･
これに対し，改正法案では，旅客の安全確保を重視する

観点から，陸上・海上・航空運送の別を問わず，旅客の生
命又は身体の侵害による運送人の損害賠償責任を減免する
特約は，原則として無効とすることとしている（新第59
，条第，項） 。その結果，旅客の生命又は身体の侵害によ
る損害賠償額の上限を定める運送約款は,無効となる。

8

以上に申し上げたとおり，改正法案では，実務を変更する
ような改正を行っており，改正法案が実務を追認しただけで
あるとの指摘は当たらないものと考えている。

2

(注）平成26年末時点では， 41社の国内航空運送事業者の運送約

款において，賠償額の上限を定める条項が設けられていたが，法

制審議会商法部会における議論状況を踏まえ,平成27年7月時

点では, 当該条項は，いずれも削除されたようである｡
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年5月17．日 （木）
糸数慶子議員（沖縄)

19問改正法案の施行日は，公布の日から起算して1年
以内で政令で定める日としているが， 1年とした理由
は何か,,債権法は3年以内としたが，周知に時間をか
けるべきではないか，法務当局に問う。

（答）

1 （委員御指摘のとおり， ）改正法案は， 「公布の日から起

算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から

施行するごととしている（附則第1条） 。

S, す警驍譲り=鬘奉蕊|鶏灘壽濯鮒､哀=篁廷
にわたる改正事項の周知や，関係省庁における標準運送約款

の改定及び運送事業者における運送約款の改定などのために，
一定の期間を確保する必要もある。

このような考慮から，改正法案では，先ほど申し上げたよ

うな施行期日としているものである。

~

御指摘のいわゆる債権法改正においては，改正項目が極め

て多岐にわたり，国民生活に広く影響を与え得るものである

ため，経済団体や労働団体を始めとする各種関係団体や関係

省庁から，施行までの準備期間を十分に確保した上で，施行

までの間に効果的な周知を行うよう強い要望が寄せられてい

たことを踏まえ，近時の民事関係法の改正における施行まで

の準備期間と比較してもより長期の期間を確保する必要があ

ると考え，施行日を「公布の日から三年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日」 としたものである。

これに対し， この改正法案についてはそこまでの事情は認

められないものと考えており，債権法改正の場合と同程度の

期間を確保ま（き必要があるとは考えていない。
いずれにせよ，改正法案が法律として成立した後は，法務

2
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省全体として，利用可能な方策を広く活用し，改正法が適切

に施行されるよう，国民各層に対して効果的な周知活動を行

う所存である｡

ー

（参照条文）改正法案

附則

（施行期日）

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十

二条の規定は、公布の日から施行する。

S惨考)民事法の改正における施行期目の定めは,以下のとおりである。

t/

※改正法案において「1年を超えない範囲内」としたのは，平成4

年の国際海上物品運送法の改正の施行期日が公布後概ね1年であっ

たことなどを参考にした｡

※なお，保険法では「2年を超えない範囲内」 として長期の準備期

間を確保しているが， これは,約款の改定等に相当な時間が必要と
なるほか，消費者に関する多くの規律を改めたためである。これに

対し, ､改正法案は，物流に関する事業者間の取引の予見可能性を高

－2－

P

法律（公布年月） 施行期日
b b ●

国際海上物品運送法制定（昭

和32年6月）

船荷証券統一条約が日本について効力

を生ずる日 （昭和33年1月）
■ ●

国際海上物品運送法改正（平

成4年6月)

条約改正が日本について効力を生ずる

日 （平成5年6月施行）

商法改正（平成12年5月） 公布から1年を超えない範囲内
P

商法改正（平成13年11月）
0

平成14年4月1日 （約6月）

商法改正（平成14年5月） 公布から1年を超えない範囲内

民法改正（平成16年12月） 公布から6月を超えない範囲内
+ も

会社法制定（平成17年7月） 公布から1年6月を超えない範囲内

保険法制定（平成20年6月） 公布から2年を超えない範囲内

会社法改正（平成26年6月） 公布から1年6月を超えない範囲内



め，また，消費者に関しても，旅客の安全確保の観点から旅客運送

人の責任を減免する特約を無効とする等の改正をしており，早期に

施行することが望ましいと考えられる。
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